
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
一

改
正
後
欄
二
一
等
、
届
出
託
送
供

給
約

等
、
届
出
託
送
供

給
約

改
正
前
欄
一
三
等
、
届
出
託
送
供

給
約

等
又
は
届
出
託
送

供
給
約

令和年月日 月曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
六
日

東
京
都
西
東
京
市
田
無
町
三
丁
目
九
番
七
号
田
無

第
一
不
二
ホ
ー
ム
ズ
二
〇
八

Ｋ
Ｅ
Ｉ

Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
合
同
会
社

代
表
社
員

奧
秋

大
地

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
Ｓ
ｙ
ｎ
ｋ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
六
日

神
奈
川
県
鎌
倉
市
笹
目
町
四
番
三
号

Ｓ
ｙ
ｎ
ｋ
合
同
会
社

代
表
社
員

菅
原

沙
耶

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
六
日

富
山
県
富
山
市
横
内
六
八
一
番
地合

同
会
社
Ａ
Ｃ
Ｅ

代
表
社
員

長
谷

将
嵩

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
六
日

鹿
児
島
市
宇
宿
四
丁
目
五
番
五
号

合
同
会
社
Ｓ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ

代
表
社
員

前
田
七
奈
衣

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
万
円
減
少
し
一
千
万
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
で
あ
り
、

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
九
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日

掲
載
頁

二
〇
五
頁
（
号
外
第
二
一
五
号
）

令
和
七
年
十
月
六
日

秋
田
県
北
秋
田
市
綴
子
字
往
還
下
八
番
地
一

株
式
会
社
た
か
の
す
フ
ァ
ー
ム

代
表
取
締
役

武
藤

信
哉

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
万
円
減
少
し
一
億
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
六
日

東
京
都
世
田
谷
区
桜
新
町
一
丁
目
三
四
番
六
号

ロ
イ
ヤ
ル
マ
イ
ナ
ー
ホ
テ
ル
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

本
山

浩
平

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
二
億
七
千
一
万
七
千
三
百

六
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
当
社
が

発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権
が
令
和
七
年
九
月
十
六
日
か

ら
令
和
七
年
十
一
月
九
日
ま
で
に
行
使
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金

の
額
と
同
額
分
を
合
わ
せ
て
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
、
最

終
的
な
資
本
金
の
額
を
金
三
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
致
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
六
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
十
月
六
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号
大
手

町
ビ
ル

株
式
会
社
Ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｄ

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ

ｏ
ｒ
ｋ
ｓ

代
表
取
締
役

西
川

徹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
千
二
百
五
十
五
万
八
千
円
減

少
し
五
百
三
十
八
万
二
千
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
で
あ
り
、

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
六
日

福
岡
市
中
央
区
春
吉
三
丁
目
二
三
番
二
七
号

有
限
会
社
新
さ
く
花

代
表
取
締
役

田
代

初
代

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
千
三
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
十
月
三
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://m

a
k
ip
.co
.jp
/a
n
n
o
u
n
ce.h
tm
l

令
和
七
年
十
月
六
日

東
京
都
新
宿
区
矢
来
町
一
二
六
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｔ
Ｏ
ビ
ル

一
階

株
式
会
社
メ
イ
キ
ッ
プ

代
表
取
締
役

柄
本

真
吾

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
四
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
株
式
会
社
リ
ト
ル
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
の
株
式
交

換
（
以
下
、「
本
株
式
交
換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が

増
加
す
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
し
て
、
資
本
準
備
金
の
額

に
つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
る
増
加
額
を
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
六
日

愛
知
県
一
宮
市
北
今
字
葭
山
五
六
七
番
地
一

有
限
会
社
野
村
総
合
粧
剤
研
究
所

取
締
役

野
村

恭
稔

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
五
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.ites.co

.jp
/co
m
p
a
n
y
.h
tm
l

令
和
七
年
十
月
六
日

滋
賀
県
大
津
市
栗
林
町
一
番
六
〇
号

株
式
会
社
ア
イ
テ
ス

代
表
取
締
役

五
十
嵐
靖
行

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
六
日

広
島
県
廿
日
市
市
津
田
三
八
番
地
の
一

佐
伯
プ
ロ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

射
原

洋
樹

取
消
公
告

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
（
号
外
第
二
一
五
号
）
掲
載

の
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
の
み
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
六
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
三
丁
目
五
番
地
五
サ
ン
デ

ン
ビ
ル
三
階株

式
会
社
Ｓ
．
Ｉ
．
Ｍ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

代
表
取
締
役

キ
ム
・
ハ
ン
サ
ン

令
和
七
年
七
月
十
四
日
（
号
外
第
百
六
十
一
号
）
公
布

経
済
産
業
省
令
第
五
十
五
号
（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）
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